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 報道機関各位 

 

   函館市財務部税務室       

定額減税調整給付金担当課長   

 

函館市定額減税調整給付金（不足額給付）に係る 

支給のお知らせ等の送付について 

 

 

このことについて，別添資料のとおり支給対象と見込まれる方に支給 

のお知らせ等を送付しますので，報道・取材方よろしくお願いいたしま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ※お問い合わせ先 

                    函館市財務部税務室 

                    定額減税調整給付金担当  

                     電話 0138-21-3909 










